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 以下を読み、「シラバス」に示した課題につき考えてくること。 
 
 
 
 主権国家を単位とした国際関係の把握は次第に支配的認識モデルとして受け入れら

れるようになる 1。Emer de Vattel (1714-1767)がそれを明確に理論化した 218 世紀以降は、

少なくともヨーロッパにおいては、国家を単位とする「国際」関係が徐々に語られるよ

うになる 3。そして、Napoléon戦争中の 1806 年に、Napoléon保護下に結成されたライン

同盟の南ドイツ 16 領邦が神聖ローマ帝国からの脱退を宣言するに及んで、最後の皇帝

Franz IIは帝冠を辞退し、神聖ローマ帝国は消滅する。神聖ローマ帝国という、現在の

我々の目からすると極めて複雑な政体 4が消滅したことにより、主権国家を単位とする

国際関係という図式が一層明確となる。 
 ヨーロッパ統一（ローマ帝国の復活！）の夢に軍事的に挑戦した Napoléon は軍事的に破

滅する。その後のヨーロッパに誕生したのが、（体制を維持する機構的仕組みに着目して）「会

議体制」、（最初の会議が開かれた場所により）「ウィーン体制」、（この体制が目指し、かなりの程度

実現した目標を参照して）「ヨーロッパ協調」と呼ばれる体制である。 
 国際機構法の観点から重要なのは 5、このうちの「会議」である。主権者（のような立

場にある者）が参加する会議――「会議」と言うからには 3 者以上の参加を意味しよう―

―自体は、特に目新しいものではない。Charlemagne没後に孫の 3 者が会談を重ねたの

は（結局分裂したわけだが）、もはや家族会議というより 3 つの「主権者」の会議であった

                                                   
1 以前も記したが、1648 年のヴェストファーレン（ウェストファリア）条約で直ちに「主権国家体制」が

成立したわけではない。第 1 回予習課題参照。 
2 Vattel については、田畑茂二郎「国家主権観念の現代的意義」田畑茂二郎『現代国際法の課題』（有信堂、

1991 年）16 頁以下。さらに詳しくは、Emmanuel Jouannet, Emer de Vattel et l’émergence doctrinale du droit 
international classique, Paris, Pedone, 1998; Yves Sandoz éd., Réflextions sur l’impact, le rayonnement et l’actualité 
du « Droit des gens » d’Emer de Vattel à l’occasion du 250e anniversaire de sa publication, Bruxelles, Bruylant, 
2010. 
 Vattel の議論は実務上も多大な影響力を持った。とりわけ、新興国アメリカ合衆国の裁判所は頻繁に Vattel
を引用しており、弱国アメリカにとってスイス人 Vattel の主権理論が魅力的であったことが推察される。

初めて世俗語（フランス語）で書かれた国際法の体系書とされる Le droit des gens （『万民法』あるいは『国

際法』、1758 年）の英訳版 The Law of Nations を George Washington が大統領就任直後（1789 年）に New York 
Society Library から借り出し、返却しなかったことが知られている。 
3 Vattel が啓蒙思想に基づく「個人」と国内社会との関係を基盤にして国家と国際社会との関係を構想した

ことについては講義で述べた。このように、国際社会を考えるにあたって国内社会のあり方を参照してそ

の類推で思考を進めるやり方を domestic analogy（国内類推）と呼ぶことが多い。H. スガナミ（臼杵英一

訳）『国際社会論――国内類推と世界秩序構造』（信山社、1994 年）〔原著 1989 年〕。 
4 本講義では扱うことができないが、例えば、第 1 回予習課題に挙げた文献に加え、以下を参照。柳原正

治「神聖ローマ帝国の諸領邦の国際法上の地位をめぐる一考察」『国際化時代の行政と法〔成田頼明先生横

浜国立大学退官記念〕』（良書普及会、1993 年）659-686 頁、柳原正治「いわゆる『ドイツ国際法』論をめ

ぐる一考察」『国際社会の組織化と法〔内田久司先生古稀記念〕』（信山社、1996 年）81-115 頁、皆川卓「ハ

ブスブルク朝神聖ローマ帝国統治体制の諸相」佐藤勝則（編著）『比較連邦制史研究』（多賀出版、2010 年）

63-98 頁。 
5 外交史の観点からは、高坂正堯『古典外交の成熟と崩壊』（中央公論社、1978 年）が必読である。 

http://thehistoryprofessor.us/bin/histprof/kings/charlemagne2.html
http://www.nysoclib.org/press_release.html
http://www.nysoclib.org/press_release.html
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とも言えなくはない 6。その他、度重なる公会議は皇帝・諸王・諸侯も集まる会議であ

ることもあったし、1648 年のヴェストファーレン（ミュンスター・オスナブリュック）平和

会議もその典型例である。とはいえ、「会議体制」の特徴は、数え方にもよるものの、

たとえばReinaldaのまとめによればこれだけの頻度で会議が開かれたところにある。 
 

 

Bob Reinalda, Routledge History of International Organizations, London, Routledge, 2009, p. 26. 

 
 会議体制をとることは、条約で定められた。1815 年 11 月 20 日にパリ講和条約が署

名されたのに合わせ、別個の条約（1814 年ショーモン条約の改正条約）7が署名され、

以下の第 6 条がおかれた。 
« Pour assurer et faciliter l’exécution du présent traité, et consolider les rapports 
intimes qui unissent aujourd’hui les quatre Souverains pour le bonheur du monde, les 
H.P.C. [Hautes Parties Contractantes] sont convenus de renouveler, à des époques 
déterminées, soit sous les auspices immédiates des Souverains, soit par leur ministres 
respecctifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l’examen des 

                                                   
6 Guillaume Devin & Marie-Claude Smouts, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 2011, p. 22. 
7 Traité d’alliance entre les Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, signé à Paris le 20 
novembre 1815, de Martens, Nouveau recueil général de traités, t. 2, p. 734. 



京都大学法学部 2013 年度後期 国際機構法（濵本） 
第 1 部第 3 節 1. 国際機構法前史 

3 
 

mesures qui, dans chacune des époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos 
et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix de l’Europe. » 
 
「本条約の執行を確保し容易にするため、また、世界幸福のために四カ国主権者を今

日結びつけている親密な関係を強固なものとするため、条約当事国は、しかるべき時

期に、主権者の直接の主催により、あるいはそれぞれの大臣により、共通の主要な利

益に関する会合をあらためて持ち、それぞれの時点において、人民の安寧と繁栄およ

びヨーロッパの平和維持のために最も適切と考えられる措置を検討することを約す

る。」 
 
 なぜ「会議」か。それは、誰が会議に出ていたかを知ることで判る。ウィーン会議は、

実質的には、イギリス・ロシア・オーストリア・プロイセンそしてなぜか敗戦国フラン

スの五大国を中心に回った。その後の会議も同様である（ウィーン会議後最初の会議であるエ

クス・ラ・シャペル会議は、フランスを含めた五国同盟を条約で定めた
8
）。要は、大国間での話し

合いによる安全保障体制である。外交史の観点からは、「『欧州協調』は、より厳密に定

義するなら、小国への影響力をめぐる大国間対立を調整するために必要とされたもの」9

と指摘される。 
 「会議」は、話し合いの場に過ぎず、何か決定をなすにしても、法的拘束力ある決定

が必要な場合には参加国全ての間の合意（条約）が採用された。つまり、法的には、会

議体そのものの決定（たとえば、「エクス・ラ・シャペル会議の決定」）はなされず、エクス・ラ・

シャペル会議を受けた国家間条約が署名・批准されることになる。したがって、法的に

見る限り、会議体の存在自体には意味がない。しかし、会議という多数国間での話し合

いの経験が積み重ねることは、後世に国際機構なるものを設立する際の土壌となる。た

とえば、この「会議」は、国際連盟理事会や国際連合安全保障理事会の先駆的形態であ

ると言うことも不可能ではない 10。 
 
 さらに、19 世紀後半以降、union administrative internationale（国際行政連合）とよば

れる国際的な仕組みが多く作られたことも極めて重要である。その背景は、科学技術の

発展と、それに伴う交通・通信・輸送の急激な進展にある。この時期は、「第 2 次産業

革命」11とも呼ばれる。たとえば、「今日の鉄道が第一次世界大戦以前よりも速く、安

く、よりよく運営されていることは滅多にない」12のである。 

                                                   
8 Protocole signé à Aix la Chapelle le 15 novembre 1818 par les plénipotentiaires des cours d’Autriche, de France, 
de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, de Martens, Nouveau recueil général de traités, t. 4, p. 554. 
9 山田慎人「『欧州協調』の運営原則 1815-1848（一）」法学論叢 142 巻 1 号（1997 年）34 頁、35 頁。 
10 Bob Reinalda, Routledge History of International Organizations, London, Routledge, 2009, p. 26. ジャーナリス

トがヨーロッパ中から駆けつけ、それに向けてのプレスリリースが発行されたり、記者会見がなされたり

もするようになった。「世論」を意識し始めるのもこの頃である。 
11 奥西孝至ほか『西洋経済史』（有斐閣、2010 年）第 6 章。 
12 平田雅博「鉄道・運河・通信網の形成」歴史学研究会（編）『講座世界史 4 資本主義は人をどう変えて

きたか』（東京大学出版会、1995 年）219 頁、224 頁。 
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 経済活動が国境を越えて活発化・急速化すれば、種々の実務的問題が発生する。たと

えば、時間を国際的に統一しなければ不便である。1862 年に中欧測地学会（1867 年に

欧州測地学会、1886 年に国際測地学会と改称）され、1884 年の子午線確定万国委員会

で本初子午線が決定される。度量衡も統一しなければならない（1875 年メートル条約、

国際度量衡局）。通信が発達するので郵便に関する規則も統一せねばならず、電気通信

についても同様である。著作権も国境を越えて保護する必要があり、気象情報について

も情報共有の必要がある 13。 
 これらのうちいくつかは万国郵便連合(Union postale universelle: UPU)のように union
という名称を持っており、そこから国際行政連合という上記の名称が生まれた。Union
は、「会議体制」にいう会議とは異なり、常設的機関を有する点で機構化の度合いが強

い。「行政 administrative」という形容詞を伴うのは、それらの活動が各国行政当局（郵

便であれば郵便局・郵政省）の活動に対応しているからである。例えば、万国郵便連合

は、各国の郵便担当部局が集まって構成する組織体と考えて良い。また、「行政」には

非政治的というニュアンスもある。UPU で議論されるのは郵便に関することのみであ

り、加盟国が管轄する問題の全てを（潜在的に）対象とするものではない。 
 これら行政連合は、それを設立する条約当事国の会議のほか、事務局を有するのが通

例である。ただし、この事務局の法的地位・権限はまちまちであった。たとえば、UPU
は、1878 年のUPU設立条約 14により設置され、その 16 条は、国際事務局(Bureau 
International)について、「スイス郵政当局の監督下において機能する中央事務所 (un 
office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l’Administration des Postes Suisses)」
であって、加盟国間の情報や意見のやりとりを担当することとしている 15。この事務局

は、所在地スイス国内法上の法人格さえ有しておらず 16、UPU事務局は実質的にスイス

政府の一部署であったことを意味する。これに対し、1908 年の条約 17により設立され

た国際公衆衛生事務所(Office International d’Hygiène Publique)も同様の情報交換を任務

とする（条約附属書 4 条）ところ、加盟国政府代表が構成する委員会の指揮監督下に(sous 
l’autorité et le contrôle d’un Comité formé de délégués des Gouvernements contractants)おかれ

（条約 1 条）、設置されている国（フランス）の当局から独立しており(indépendant des 
autorités du pays dans lequel il est placé)（附属書 1 条）、所長(Directeur)と事務長(Secrétaire 

                                                   
13 より一般的に、宮地正人「国際会議と国際条約」歴史学研究会（編）『講座世界史 4 資本主義は人をど

う変えてきたか』（東京大学出版会、1995 年）237-258 頁。 
14 Convention constitutive de l’Union postale universelle, Consolidated Treaty Series, vol. 152, p. 235. 
15 より詳細には、UPU 設立条約実施規程 Règlement de détail et d’ordre pour l’exécution de la Convention の 28
条～31 条が定めている。Consolidated Treaty Series, vol. 152, p. 245. 
16 Michel Dendias, « Les principaux services internationaux administratifs », Recueil des cours de de droit 
international de La Haye, t. 63 [1938-I], p. 243, p. 303. 
17 Arrangement, Consolidated Treaty Series, vol. 206, p. 31. このような単純な名称になっているのは、この条

約自体が 1903 年の別の条約の実施協定という位置づけだからである。 

http://www.iag-aig.org/index.php?tpl=text&id_c=12&id_t=111
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/DM0002/0001/0017/0386/0176/index.djvu
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/DM0002/0001/0017/0386/0176/index.djvu
http://www.bipm.org/en/bipm/history/hist9.html
http://www.upu.int/en/the-upu/history/about-history.html
http://www.itu.int/en/history/overview/Pages/history.aspx
http://www.itu.int/en/history/overview/Pages/history.aspx
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/DM0002/0001/0019/0435/index.djvu
http://www.wmo.int/pages/about/milestones_en.html
http://www.upu.int/
http://www.who.int/archives/fonds_collections/bytitle/fonds_1/en/index.html
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général)は上記委員会により任命される（附属書 8 条）。この場合、このOfficeがフランス

政府の一部署であったとは言えず、一定の独立性が担保されていたと考えられる 18。 
 このように、これら団体の法的地位はさまざまであり、個別に見ても明確ではなかっ

た。また、公私の区別もはっきりしない。つまり、私人から構成される私的な研究団体

と、政府から構成される公的政治的機関との区別が必ずしもはっきりと認識されていな

かったのである 19。 
 行政連合よりも機構化の度合いが強いのが、ライン川・ドナウ川に典型的に見られる

国際河川委員会（ライン川国際河川委員会、ドナウ川国際河川委員会）である 20。これ

らは、「河川国家 l’Etat fluvial」21と呼ばれることさえあるほどの権限を有していた。 
 ライン川については、1815 年ウィーン会議議定書附属書 16B22において具体的規定が

置かれた。河川航行の規則を作成する中央委員会(Commission centrale)が設立され（10

条・32 条）、その委員会は各沿岸国により任命された委員から構成される（11 条）。さら

に、同委員会は規則をめぐる紛争の裁判機関としても機能する（9 条）。規則の履行を監

視するのは、主監督官（Inspecteur en Chef、中央委員会により任命）および副監督官

（Sous-Inspecteurs、プロシア 1 名、フランス・オランダ 1 名、沿岸ドイツ諸侯 1 名それぞれ任命）

である（13 条・15 条）。 
 
 

以上 

                                                   
18 とはいえ、その他の職員のほぼ全てはフランス人であり、現地政府の影響力が実際には強かった友推測

されている。黒神直純『国際公務員の研究』（信山社、2006 年）10 頁。 
19 小寺彰「『国際組織』の誕生」『国際社会の組織化と法〔内田久司先生古稀記念〕』（信山社、1996 年）1
頁、4-9 頁。 
20 奥脇直也「『国際公益』概念の理論的検討」『〔山本草二先生還暦記念〕国際法と国内法』（勁草書房、1991
年）173 頁、197-204 頁、鈴木めぐみ「国際河川における航行の自由」早稲田大学大学院法研論集 80 号（1997
年）、鈴木めぐみ「ダニューブ川ヨーロッパ委員会の権限」早稲田大学大学院法研論集 84 号（1997 年）。 
21 Charles Zorgbibe, Les organisations internationales, 4e éd., Paris, PUF, Collection « Que sais-je ? », 1997, p. 4. 
22 Réglement pour la libre Navigation des Rivières, Articles concernant la Navigation des Rivières qui, dans leur 
Cours navigable, séparent ou traversent différents Etats, Articles concernant la Navigation du Rhin, Consolidated 
Treaty Series, vol. 64, p. 13, p. 16. 

http://www.ccr-zkr.org/11010100-en.html
http://www.danubecommission.org/index.php/en_US/welcome

